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米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対し

て 33 CFR 151 Subparts C 及び D に基づいたバラスト水管理を要求しております。 
この度、United States Coast Guard （以下：USCG）より、米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装

置が作動不能な場合の対応に関するガイダンス（CG-CVC Policy Letter 18-02）が発行されました。 
 
compliance date を超えた船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合、33 CFR 151.2025(a)に規定

されている、下記のいずれかのバラスト水管理を行うことができます。 
- 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する 
- 陸から 200 海里離れた場所でバラスト水交換を行う 
- バラスト水を米国海域内(12 海里以内)で排出しない 
- バラスト水をバラスト水受入施設若しくは他船に排出する 

ただし、バラスト水交換を行う場合は、District Commander 若しくは Captain of the Port（COTP）の許

可を得る必要がございます。 
 
なお、本ガイダンスは USCG に型式承認されたバラスト水処理装置若しくは Alternate Management 
System（AMS）を搭載している船舶に適用されます。ただし、悪天候、船舶の損傷及び浸水等、非常

時の際には適用されません。 
 
compliance date（original compliance date）については、テクニカル･インフォメーション No.TEC-1056
を参照下さい。 
Alternate Management System については、テクニカル･インフォメーション No.TEC-0951 を参照下さ

い。 
 
詳細につきましては、添付のガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)を参照いただきますようお願

いいたします。 
 
また、米国海域内を航行する場合は、USCG による規制の他、州が定める地域規制にも適合するこ

とが要求されますので、事前に州が定める地域規制もご確認ください。 
 
 

（次頁に続く） 
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なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター別館 機関部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 3-3（郵便番号 102-0094） 
Tel.: 03-5226-2022 
Fax: 03-5226-2024 
E-mail: mcd@classnk.or.jp 

添付： 

1. CG-CVC Policy Letter 18-02 
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